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(57)【要約】
光学的放射の反転のために用いられる対称物体が、測地
用測定ポールに取り付けることができる３６０度反射器
として組み合わせられた少なくとも６個の三重プリズム
（ｐ１、ｐ２）を備える。３６０度の反射器を構成する
三重プリズム（ｐ１、ｐ２）は、測定ポール（６）の一
部（６ａ）を収容するための隙間を３６０度反射器の中
央に残すように設けられている。プリズムはまた、三重
プリズムの頂点の虚像が、実質的に３６０度反射器の中
央を走る参照軸（１０）と垂直で、測定ポール（６）の
長さ方向と平行な平面上に位置するように、設けられて
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的放射を再帰反射させる対象物体（１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ）であって、
　前記対象物体には、少なくとも６つの同じ種類の三重プリズム（ｐ１、ｐ２、ｐ３、ｐ
４、ｐ５、ｐ６）が備えられ、
　前記三重プリズムが環状に組み合わされて全周囲反射器とされ、
　前記全周囲反射器が配管材料（６、６’、６’’）上に配置され、
　前記三重プリズム（ｐ１、ｐ２、ｐ３、ｐ４、ｐ５、ｐ６）で形成されたリングの中心
に、前記全周囲反射器の光学中心が形成され、
　前記三重プリズム（ｐ１、ｐ２、ｐ３、ｐ４、ｐ５、ｐ６）には、それぞれに等辺三角
光入射面が略回転対称になるように形成され、
　連続かつ隣接して形成された前記三重プリズム（ｐ１、ｐ２、ｐ３、ｐ４、ｐ５、ｐ６
）が、互いに対して１８０度回転させられた時に、それぞれが直接水平面と接触され、
　前記配管材料（６）の一部（６ａ）を収容するための間隙（１１、１１’）が前記リン
グの中央に設けられるように、前記三重プリズム（ｐ１、ｐ２、ｐ３、ｐ４、ｐ５、ｐ６
）が配置され、
　前記三重プリズム先端の虚像（ｃ３、ｃ４）が、前記リングの中央を通された前記配管
材料（６）の長手方向と平行な参照軸（１０、１０’、１０’’）と垂直な平面（１５）
上に設けられる
ことを特徴とする対象物体。
【請求項２】
　前記三重プリズムの先端が、丸くなった頂点の形状を有していることを特徴とする請求
項１に記載の対象物体（１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ）。
【請求項３】
　前記三重プリズム（ｐ３、ｐ４）が、屈折率ｎ≧√3を有するガラスで構成されている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の対象物体（１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ）。
【請求項４】
　前記三重プリズム（ｐ１、ｐ２、ｐ３、ｐ４、ｐ５、ｐ６）が、安定したリングを形成
するようにしっかりと接続されていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項
に記載の対象物体（１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ）。
【請求項５】
　前記三重プリズムリングの対称中心を通る参照軸と略垂直な平面方向から前記三重プリ
ズムリングを見た時の、隣接する前記三重プリズムの自由開口（ａ１、ａ２、ａ３、ａ４
、ａ５）が互いと接して設けられ、そして、
　すべての前記自由開口（ａ１、ａ２、ａ３、ａ４、ａ５）の領域の重心が、前記三重プ
リズムリングの対称中心に接近して設けられている
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の対象物体（１ａ、１ｂ、１ｃ
、１ｄ）。
【請求項６】
　前記三重プリズムリング（２ａ、２ｄ）が、硬くて弾性的な材料からなるダブルコーン
状のマウントに浮いた状態で保持され、
　前記マウントには、２つの円錐状のマウント本体（３ａ、３ｂ、３ａ’、３ｂ’）が設
けられ、
　どちらの前記マウント本体にも、前記配管材料（６）の前記一部（６ａ）を収容するた
めの中央間隙が設けられ、そして、
　前記２つのマウント本体（３ａ、３ｂ、３ａ’、３ｂ’）の先端が、前記三重プリズム
リング（２ａ、２ｄ）の中心に向けられている
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の対象物体（１ａ、１ｂ、１ｃ
、１ｄ）。
【請求項７】
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　腐食防止のために前記プリズムリングと前記マウントの間にフレキシブルで弾性的な材
料からなる詰め物が設けられていることを特徴とする請求項６に記載の対象物体。
【請求項８】
　前記配管材料（６）の前記一部（６ａ）が、前記マウントの中心と、前記三重プリズム
リング（２ａ、２ｄ）の中心を通り延在しており、そして、
　前記一部（６ａ）が、カーボンファイバ及び／又は複合材料のような高強度材料で構成
されている
ことを特徴とする請求項６又は７に記載の対象物体（１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ）。
【請求項９】
　前記配管材料の一部（６ａ）が、初期応力と共に前記マウントに保持され、
　力を伝達する結合が、一方のマウント本体（３ａ、３ａ’）から他方のマウント本体（
３ｂ、３ｂ’）へ前記配管材料の一部（６ａ）を介して伝えられ、そして、
　前記三重プリズムリング（２ａ、２ｄ）が力の伝達から実質的に切り離されている
ことを特徴とする請求項８に記載の対象物体。
【請求項１０】
　メンブラン（８ａ、８ｂ）からなる弾性的な衝撃吸収部材が、２つのダブルコーン状の
前記マウント本体（３ａ、３ｂ、３ａ’、３ｂ’）の２端部にそれぞれ設けられているこ
とを特徴とする請求項６ないし９のいずれか１項に記載の対象物体（１ａ、１ｂ）。
【請求項１１】
　光学的又は電気的ケーブルを収容するための通路が、追加的に又は代替的に前記配管材
料の一部に、前記マウントの中央と前記三重プリズムリングの中心とを通って設けられて
いることを特徴とする請求項８ないし１０のいずれか１項に記載の対象物体。
【請求項１２】
　別のコンポーネントを収容するためのモジュラーコンポーネントが、前記配管材料（６
、６’、６’’）に設けられ、そして、
　これらコンポーネントの位置が、前記参照軸に設けられた参照ポイント（ｒ３、ｒ５）
と一定の関係を有している
ことを特徴とする請求項８ないし１１のいずれか１項に記載の対象物体（１ａ、１ｂ、１
ｃ、１ｄ）。
【請求項１３】
　配管材料（６’’）と、
　請求項８ないし１２のいずれか１項に記載の対象物体（１ｄ）と、
　ＧＰＳアンテナ（２０）と、
からなる装置であって、
　前記配管材料（６’’）と、対称物体（１ｄ）と、ＧＰＳアンテナ（２０）とが組み合
わされて、前記対象物体（１ｄ）の参照軸と前記ＧＰＳアンテナ（２０）の参照軸とが、
前記配管材料（６’’）の軸と一致するように設けられ、そして、
　前記対象物体（１ｄ）に設けられた参照点（ｒ５、ｒ６）と、ＧＰＳアンテナ（２０）
とが、この共通の軸上に存在するように設けられている
ことを特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項８ないし１２のいずれか1項に記載の対象物体（１ｃ）と共に用いる配管材料（
６’）の上に設けられていることを特徴とする測定用プローブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の特徴部前段に係る光学的放射の反転のための対象物体に関し、か
かる対象物体を備えた装置に関し、また、測定プローブとして対象物体と共に用いる配管
材料の使用に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　光学的放射を反射する対象物体は、測定距離を求めるために特に測量の分野で長く用い
られてきた。適切な測定装置によって、対象物体までの距離及び／又は方向を求め、随意
にその方位をも求めることは、通常行われている。例えばＧＰＳのような測位システムを
対象物体に割り当てて、空間的な又は測位システムに対する対象物体の位置を求めること
も知られている。
【０００３】
　放射を反射するための例えばプリズム又は反射フィルムといった反射部材又は複数の反
射部材を有するこのような対象物体は、例えば特に測地や工業的測量や建設用測量の分野
で、測量すべきポイントに置かれ、このポイントは、対象物体によってマークされ、対象
物体を通じて測量される。この目的のために、対象物体は測量すべきポイントに対し所定
の位置だけ離れて置かれる。この目的のために、対象物体は、例えば対象物体を適切な対
象ポイントに位置させるための配管材料を有する。経緯儀や視距儀といった測定装置によ
って、対象物体の位置が測定され、そこから測定ポイントの位置が導出される。測定装置
に対する対象物体の所望の方位を確保するために、方位指示器、例えばアルコール水準器
も、よく配管材料に設けられている。
【０００４】
　このような対象物体のまた別の用途としては、交通路の建設があり、反射部材を有する
配管部材によって交通路が設定され、また、機械誘導があり、ひとつ又は複数の対象物体
が機械に設けられて、測定装置によって追跡される。
【０００５】
　様々な用途に対して、対象物体を一方向以上、好ましくは全方向から狙って測量するこ
とが特に有利であることが証明されている。このように、対象物体を所持し、異なる測量
ポイントで組立てる測量者にとっては、組立てる度毎に測定装置に対する正確な方位を確
保する必要が無い。さらに、測量プロセスにおいて、同一の固定位置が測定装置を変えて
測定されることがよくあるが、固定位置に置かれた対称物体は、異なる方向から狙われる
。交通路の建設において、例えばトンネルの建設において、１つの同一の測定ポイント又
は対象物体に対して測定が実行され、しばしば反対方向からも測定がされるが、それぞれ
の場合において対象物体の再方位付けは望ましくない。移動する物体の測量においても、
大きな角度範囲、特に３６０度から測量可能な対象物体が望ましい。
【０００６】
　このような対象物体の最もシンプルなケースは、球面反射鏡を有する対象物体であるが
、球面反射鏡は小さな距離にしか対応できないので、用途が限られてしまう。いわゆる３
６０度又は全周囲反射器を備えた様々な対象物体が大きな距離でも測定可能なものとして
知られている。
【０００７】
　方位角範囲が３６０度以上の保持体に設けられた個々のプリズムを多重化した配置が、
米国特許番号４、８７５、７６０に記載されている。しかし、個々のプリズムの間には、
「反射穴」が存在し、配置の周囲のあらゆる方向から入射する光線を反射する配置は提供
できなかった。さらに、特に大きな垂直方向の角度を有する斜めから狙いをつけた場合に
は、測定ポイントの高さを求めた場合に、誤差が大きかった。
【０００８】
　欧州特許番号０、８４６、２７８には、複数の三重プリズムを有する３６０度反射器が
記載されている。三重プリズムは、隣接する三重プリズムの水平面が互いに接するように
設けられており、その結果、１つの三重プリズムから隣接する三重プリズムへの再帰反射
経路において、隣接するプリズムの瞳孔が少なくとも部分的に触れ合う。従って、この配
置は全方向からの入射光線を反射する全周囲反射器として機能する。図５に、ホルダに入
ったこの発明の全周囲反射器を示す。ホルダは、三脚や配管材料といった保持装置に結合
させるためのアダプタであって、保持装置を介して測定ポイントに対する対象物体として
の使用が容易になる。しかし、測定は干渉反射により小さな距離に対して改ざんされるの
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で、接近した範囲に対して全周囲反射器は適切では無い。
【０００９】
　米国特許番号４、４１６、５０９には、すでに述べたプリズムを円筒形に6個設けた２
つのプリズムサークルからなる構成の、水中の流量パラメータを測定するための三重プリ
ズムを有する反射器が開示されている。しかし、隣接するプリズムの水平面は互いと接触
しておらず、垂直面のみが接している。その結果、第一に、プリズムサークルの設計が不
利な形でサイズが大きくなり、第二に、プリズム先端のスペースが増加して、結局水平と
高さの測定及び距離の測定に対して、測定精度が不正確になる。
【００１０】
　ドイツ特許番号１０２０９８９５には、互いの基本サービスと直結した２つのピラミッ
ドの形状からなる８つの三重プリズムの構成を備えた全周囲反射器が記載されている。こ
の特殊な構成の結果として、水平角度範囲における干渉反射、特に二重反射が減少してい
る。しかし、水平面から偏位している大きな垂直角の場合において、干渉反射はまだ残っ
ており、特に建築機械の自動ガイドと自動制御の場合に、重大な困難な要因を構成してい
る。位置決め可能な対象物体を形成するために、配管材料を設けることが可能な固定部が
プリズム配置に設けられている。この固定部は、プリズム配置の真下に設けられており、
例えば配管材料が表面に荒く据付けられた場合のように、壊れやすい三重プリズムに相当
な力が加わるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許番号４、８７５、７６０
【特許文献２】欧州特許番号０、８４６、２７８
【特許文献３】米国特許番号４、４１６、５０９
【特許文献４】ドイツ特許番号１０２０９８９５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記先行技術の配置に共通した欠点は、外的機械的影響による通常ガラスで形成された
反射部材に対するダメージに関し、敏感なことである。この敏感さは、特に外的保護装置
無しで、３６０度の方位角をカバーする光入射面を有するガラス部品によって全周囲反射
器が形成される必要があるという事実による。ガラス部品を保持するために、ほとんどの
配置では、ガラス部品に直結した固定部を有し、その結果、外力の作用が、壊れやすいガ
ラス部品に伝わる。
【００１３】
　対象物体は、地形を測定する測定者によって据え付けられ、移動されるように用いられ
ることがよくあるので、対象物体は携帯型で、できる限り軽量である必要がある。従って
、例えば配管材料のような軽量の固定装置が、通常用いられる。重量のある反射器構成と
、軽量の配管材料とが、結果的に対象物体を転倒しやすいアンバランスなものにし、敏感
なガラス部品を容易に壊れやすくする。この問題は、反射器構成がGPSを追加した場合に
頻繁に発生する問題である。対象物体が建設装置の上に設けられるような、交通路の建設
において、振動のために相当の力が対象物体に作用し、固定部と反射構成との間の結合に
深刻なストレスを与える。
【００１４】
　先行技術の欠点を取り除くことが、本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この目的は、本発明によって達せられ、また、解決策は請求項１、１３、１４と従属請
求項に記載された主題によって与えられる。
【００１６】
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　本発明の基本は、三重プリズムを光学的放射の再帰反射のための対象物体の反射部材と
して設けることで、配管材料の一部を保持するための間隙を中央に有する全周囲反射器を
実現することである。三重プリズムの配置は、三重プリズムの先端の虚像が略同一平面上
にあるようにすることで達成される。配管材料のための中央間隙の形成は、例えば配管材
料のような固定装置上にプリズムリングをよりバランス良く、より安定して取り付けるこ
とを可能にする。対象物体を据付け、正確に位置決めするための固定装置を、配管材料と
呼ぶことにする。配管材料の一部は、例えば配管部材と着脱自在に接続された部材のよう
に配管材料と間接的に組織付けられたコンポーネント、又は例えばワンピースの配管材料
の上部三分の一の部分のように直接組織付けられたコンポーネントとして理解されるべき
である。
【００１７】
　プリズム先端の虚像が略一平面上にあるような配置によって、反射器の高さ誤差、仰角
測定時の誤差、そして位置測定における誤差が、特に照準角がこの平面に接近している場
合において、大きく減じられる。例えば、プリズムの水平面が互いに接触するように、及
び／又は例えば６個又は８個のような少数のプリズムでリングを形成するように、プリズ
ムを可能な限り互いに接近させるようにすることによって実現される、プリズムリングの
コンパクトな設計によって、斜め照準の場合でさえも、高さ誤差を低いまま維持すること
ができる。このようなコンパクトなプリズム配置のプリズムの先端は、対象物体の参照軸
と接近し、この参照軸は、プリズムリングのプリズム配置の中央を通る。プリズムの先端
とは、プリズム再帰反射器の3枚のミラー平面の交差点の共通点という意味に理解される
。もし対象物体のプリズム配置のプリズムの先端が、参照軸にできるだけ接近して置かれ
ていれば、水平面の外側の斜め照準の場合でさえあっても、位置の高さ誤差と測量すべき
対象物体の角度の誤差とが減少する。
【００１８】
　虚像の存在する面は、参照軸と垂直である。配管材料又はその一部を、リングの中央の
間隙に設けることができる。配管材料軸は、その時、参照軸と平行であって、特に、参照
軸に一致している。
【００１９】
　プリズムの入射面が、いわばプリズムリングの外周面領域を形成するように、三重プリ
ズムは環状又は円形に設けられる。リングは、少なくとも六つの、特に回転対象で等しく
形成された三重プリズムから成る。六つの三重プリズムによって、実質的に密着した円周
面が形成可能である。リングは、8個又は１０個の三重プリズムで構成しても良いが、プ
リズムの数が増えるに伴って、円周面に入る裂け目が増える。プリズムの先端は、中央を
通って参照軸に向いている。内側を指示しているプリズムの先端が接地しているので、リ
ングの外周が一定であるのに対して、リング中央のクリアランスはサイズが大きくなる。
丸くなった頂点のように形成されたプリズム先端によって、手動照準の時に有利な反射器
の反射中央の視認性を向上させるので、全周囲反射器はさらによく照準を合わすことがで
きる。
【００２０】
　本発明の別の一面において、三重プリズムは通常使われるガラスに較べてより高い屈折
率を有するガラスから形成される。例えば、屈折率ｎ≧√3を有するガラスが用いられる
。全周囲反射器のその他の特性は、ガラスの選択によって実現及び／又は改良可能である
。
【００２１】
　このように、第一に干渉反射、特に二重頂上部の反射を、プリズム材料を適切に選択す
ることによって、大きく減らすことができる。もはや入射面への総角度範囲に対する適切
な反射条件はないので、屈折率ｎ≧√3を有するガラスから作られたプリズムは、これら
の干渉二重反射を完全に除去することが可能である。この対象物体の仮現運動をシミュレ
ート可能な干渉反射を削減又は除去することは、特にATR（自動目標認識）機能を有する
自動測定装置を使用するに際して、決定的な長所である。
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【００２２】
　全周囲反射器の付加定数は、ガラスの選択によって調整可能である。付加定数又は反射
器定数は、測定に必要な補正値であって、それによって測定距離を参照軸と関連付け、反
射器部材の屈折率や形状、厚さ、配置からは独立させることができる。各反射器のタイプ
は、反射器に固有の付加定数を有する。通常の測定装置は、特定の反射器タイプに対する
付加定数を与えるためのデータ処理ソフトウエアを有し、付加定数は各場合に用いられる
反射器のタイプに対して選択され、データ評価時に考慮される。ユーザーは、装置構成を
反射器に適合させる必要があり、それはしばしば忘れられて、必然的に不正確な測定結果
をもたらす。
【００２３】
　本発明の別の実施例において、プリズム材料、プリズム寸法、プリズム配置は、プリズ
ムリングで形成された全周囲反射器が、同じ種類の反射器又は、商業的に利用可能な測定
装置の既知の参照反射器の付加定数と対応する付加定数を有するように選択され、追加的
に測地的に関連した高精度の位置測定に関する要件に合致するように選択される。特に、
付加定数は、多くの測定装置において標準として提供される標準付加定数として設定可能
である。これは、旧式の測定装置と互換性のある新規の全周囲反射器を提供するので、測
定装置の改造やアップグレードを必要としない。
【００２４】
　また、隣接したプリズムの水平面が互いの上に置かれ、隣接するプリズムの自由開口が
互いと接するように、三重プリズムはリング状に設けられている。この配置は、異なる方
向への信号の変動を減じるので、距離測定において、方位角依存範囲及び／又は精度の差
が生じない。水平角及び垂直角測定と位置測定における精度が、この方法によって向上す
る。また、２つや3つの自由開口や、それらが一緒になったより大きな自由開口が、対象
物体の各方位における測定装置に対し、又は対象物体まわり３６０度の水平角度範囲にお
ける各照準方向に対し、個々のプリズムの隣接する自由開口によって視認できる。これは
、測定装置がより大きな集積されたより位置の安定した画像を全体的に検出し、自動目標
認識がより強固で高精度であるので、例えば自動目標認識（ATR）に対して特に有利であ
る。興味のある方向に反射されるすべての光線の断面と、対応する光線伝播方向のすべて
の開口の結果とが、自由開口又は自由プリズム開口として表わされる。全周囲反射器の自
由プリズム開口は、個々のプリズムと連携した複数の隣接する自由開口から成る。
【００２５】
　プリズムリングの三重プリズムは、平面上で互いにしっかりと接続される。この接続は
、例えば、接合剤や接着剤又は拡散溶接によって形成される。比較的大きな接着面が、傷
のつきにくい、安定した接続を可能にする。
【００２６】
　上記方法で寸法的に安定してコンパクトに設計されたリングを保持するために、対象物
体はマウント又はホルダを有する。マウントは上部マウント本体と下部マウント本体の２
つの部品で設計され、どちらも配管材料を収容するための間隙を有している。プリズムリ
ング／プリズムサークルは、マウント時にプリズム入射面にあいまいさが発生しないよう
に、2つのマウント本体間に設けられる。水平角度範囲３６０度が視認できる。プリズム
リングとマウントは、特定の垂直角度範囲、特に少なくともプラスマイナス４５度が視認
できるように設計し、配置される。
【００２７】
　本発明の別の実施例において、マウントは全周囲反射器のプリズムリングの衝撃を吸収
するように形成されている。この目的のために、もし例えば対象物体が転倒して、外力又
はトルクが作用しても、いかなる力の伝達もガラスリングには達しないように、マウント
は設計され、ガラスリングはマウントに保持されている。
【００２８】
　この耐衝撃マウントは、三重プリズムを環状に全周囲反射器に組み込むことで実現され
、三重プリズムは2つのマウント本体を有するマウント上に浮いている。各マウント本体
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は、配管材料の一部を収容するためのレセプタクルを有する。この場合、マウントに保持
された配管材料の一部は2つのマウント本体間の力伝達結合として提供される配管材料部
材である。
【００２９】
　実施例において、マウント本体は少なくとも部分的に例えばゴム状の弾性材料から形成
され、ダブルコーン形状のマウントを表わす。ここでダブルコーンとは、概略的に円錐状
の外形を有し、例えばピラミッド形の形状を備えるものを意味する。例えば、マウント本
体の形状は六角ピラミッドに似ている。本発明の明細書において、テンプレート即ち円錐
断面の曲線形状は、円錐状と呼ぶ。ｎベクトルを備えたテンプレートを有するピラミッド
は、円錐体の意味で理解される。一般的に、マウント本体は好ましくはダブルコーン形状
を有しており、プリズムリング領域にまであまり拡がらず、特にプリズムリングの外周と
対応した外周を有し、プリズムリングから離れる方向に拡がりを持つ。これは、もし対象
物体が転倒しても、マウントの上に落下し、プリズムリングの上には落下しないことを保
証している。もちろん原理的に、プリズムがマウントによってしっかり固定され、プリズ
ムリングがたとえ転倒時にも保護されるという2つの条件を満たしていれば、どのような
設計のマウントも用いることができる。
【００３０】
　特に寸法的に安定した力を伝達するポールを表わす配管材料部材が、間隙をあけてマウ
ント本体の中央に形成されたレセプタクルにしっかりと保持されている。例えば、配管材
料部材はマウント本体のレセプタクルに結合するか、又はレセプタクルにクランプされて
いる。この実施例において、配管材料の一部は配管材料部材として上部マウント本体から
下部マウント本体までプリズムリングを通って中央を導かれている。適切な場合には、特
に参照軸に平行に設けられ、リングの中央を通る複数の接続部材が、配管材料の一部とし
て提供可能である。
【００３１】
　このような構造では、外的衝撃はプリズムリングにではなくマウントに作用し、衝撃は
配管材料部材を通して両マウント本体に伝達される。ガラスリングは、浮いた状態のレセ
プタクルによって運動量の破壊的な変化から遮蔽されている。2つのマウント本体間の力
を伝達する接続即ち配管材料部材は、塑性変形が起こらないような硬くて弾性的な材料を
備える。好ましい実施例において、マウント本体は、例えばメンブレンのような衝撃吸収
部材を両端部に有する。すると、外力はメンブレンのような衝撃吸収部材に作用して、2
つの堅牢に接続されたマウント本体に伝達する前に弱められ、マウントに浮いた状態で保
持されている三重プリズムは、実質的に力を伝達する効果から切り離される。
【００３２】
　力を伝達する部材として提供される配管材料の一部は、高い強度の材料から形成される
。例えば、この配管材料の一部は、カーボンファイバ及び／又は複合材料又は高強度に鍛
えられたバネ鋼から形成される。
【００３３】
　上述した本発明の実施例において、配管材料は複数のパーツで構成されている。配管材
料は、個別の配管材料部分を有し、全周囲反射器に保持された1つの部分は、その部分に
接続するためのアダプタを有する。配管材料部分は、例えばプラグや留め金やねじによっ
て接続される。それら配管材料部分は、一方を他方に嵌合してもよく、一方を他方に押し
込むことによって高さ方向に調節可能である。
【００３４】
　配管材料は、一体化することもできる。一体化した配管材料は、力を伝達する部材とし
て作用するように、プリズム配置の間隙に挿入できる。すると、作用する力は、例えば、
一端から配管材料が置かれた表面へ伝達される。配管材料は、対象物体の先端より大きく
突出するか、より短く拡がるようにして対象物体を貫通するようにすることができる。
【００３５】
　上述の配管材料部分の接続のためのアダプタのようなアダプタを、配管材料の一部又は
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複数部分又はマウントの一端又は両端に設けることができる。アダプタは、装置を保持し
、及び／又は別の測量のためのアセンブリ、例えばGPSを結合できる。
【００３６】
　別の実施例において、マウントも一体化することができる。プリズムリングはこの一体
化したマウントに接着接合する。別の実施例では、前述のマウント本体が内側と外側のコ
ンポーネントを形成し、内側コンポーネントは配管材料部分のためのレセプタクルを有し
、外側コンポーネントはプリズムリングを浮かせた状態で保持する。また別の実施例にお
いては、内側と外側のコンポーネントが設けられ、内側コンポーネントは特にプリズムガ
ラスの膨張率に一致した膨張係数を有する硬くて弾性的な材料から形成され、プリズムリ
ングとしっかりと接続されている。プリズムリングとしっかりと接続された内側コンポー
ネントは、マウントの別のコンポーネントに、又は上述のアダプタ間に、例えばOリング
を介して浮いた状態で取り付けられる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係る対象物体の実施例の断面図である。
【図２】本発明に係る対象物体のプリズムリングの平面図である。
【図３】本発明に係る対象物体のプリズムリングの断面図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）本発明に係る対象物体のプリズムリングの2枚の正面図である。
【図５】本発明に係る対象物体の概略図である。
【図６】本発明に係る対象物体に測定プローブとしての配管材料の使用を示した概略図で
ある。
【図７】配管材料と本発明に係る対象物体とＧＰＳアンテナとを備えた装置の概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　図１に本発明に係る対象物体の実施例の断面図を示す。全周囲反射器の形状をし、複数
の三重プリズムから構成される三重プリズムリング２ａ（ここでは、そのうち２つの三重
プリズムｐ１とｐ２を示す）が、マウントに浮いた状態で保持されている。マウントは、
それぞれ円錐形の２つのマウント本体３ａと３ｂからなり、合わさってダブルコーン形状
をなしている。ここで、２つのマウント本体３ａ、３ｂは、エラストマーの外側コンポー
ネント４ａ、４ｂと、硬くて弾性的なコンポーネント５ａ、５ｂをそれぞれ備える。配管
材料６の一部６ａが初期応力の下で保持されるレセプタクルが、内側コンポーネント５ａ
、５ｂ内に形成されている。
【００３９】
　配管材料６の一部６ａは、カーボンロッドからなり、マウント本体３ａ、３ｂ間を接続
している。単に点線で表わされた配管材料６は、間接的に一部６ａと下部アダプタ部材９
ｂを介して接続されている。上部アダプタ部材９ａは、配管部材６又はその一部６ａと別
のコンポーネントの結合によって間接的に繋がるように設けられている。
【００４０】
　第一メンブレン８ａを備えた第一メンブレンホルダ７ａが、上部マウント本体３ａの上
部領域に設けられ、第二メンブレン８ｂを備えた第二メンブレンホルダ７ｂが、下部マウ
ント本体３ｂの下部領域に設けられている。メンブレン８ａ、８ｂはバネ鋼から形成され
ている。
【００４１】
　三重プリズムリング２ａは、マウント本体３ａ、３ｂのエラストマーの外側コンポーネ
ント４ａ、４ｂ上で浮いている。対象物体１ａの振動時に、プリズムの光入射面に対向し
た内部プリズム頂点がカーボンロッドにこすりつけられるのを防ぐために、間隙が三重プ
リズムリング２ａと外側コンポーネント４ａ、４ｂとの間に設けられており、間隙はソフ
トな材料、例えばゴム状の接着剤で満たされている。このやり方で、気密封止された耐食
性システムも実現可能である。
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【００４２】
　三重プリズムリング２ａが浮いた状態で取り付けられ、上部マウント本体３ａがプリズ
ムリング２ａの中心を貫通するカーボンロッドを介して下部マウント本体３ｂと接続され
ているので、三重プリズムリング２ａを介した摩擦を伴った接続は回避される。対象物体
１ａへの衝撃又は振動は、振動吸収メンブレン８ａ、８ｂによって弱められて、カーボン
ロッドを介してマウント本体３ａ、３ｂに伝達される。
【００４３】
　配管材料６の一部６ａを備えた配管材料６は、その中央に対象物体１ａを据え付ける。
例えば、ＧＰＳアンテナを追加のコンポーネントとして保持することもできる。この実施
例において、上部アダプタ部材９ａと対象物体１ａのマウントによって保持される。上部
アダプタ９ａ、対象物体１ａ、下部アダプタ１ｂ、そして一部６ａを備えた配管材料６の
すべてが、全体の配置の中央を通る同一の参照軸１０上に設けられている。代わりに、上
部に間接的に又は直接的に別のコンポーネントを結合した一体型の配管材料を対象物体に
貫通させることもできる。
【００４４】
　ＧＰＳアンテナは、測定ポイントの座標を決定するための追加の参照点を提供する。第
一参照点ｒ１は、全周囲反射器即ち三重プリズムリング２ａによって形成される。２つの
参照点を用いることで、測定ポイントをより正確に測量することが可能である。
【００４５】
　図２に本発明に係る対象物体のプリズムリング２ｂの平面図を示す。プリズムリング２
ｂは、６つの回転対称な三重プリズムによって構成されている。プリズムは、平面的に互
いに接着接合されているので、リングは極めて安定している。図３に明示的に示すように
、間隙１１がリング中央を形成し、仮想のプリズム先端が平面に位置するように、隣接す
るプリズムは、互いに対して１８０度回転し、互いに対して押圧される。図示例のように
６つの三重プリズムがある場合に、三重プリズムの三角形の光入射面１２が視認できる。
別の３つの三重プリズムは、他方で、それらに対して下向きに置かれ、これらのプリズム
のエッジ１３と反射背面の一部のみが平面図において視認できる。中心に向かうプリズム
の先端が、丸くなった頂点１４の形状であることは明白である。中央に形成された間隙１
１は、配管部材の一部がプリズムリング２ｂを通ることを可能にしている。電気的及び／
又は光学的接続ケーブル、例えば光ファイバケーブルも、間隙１１を通すことができる。
もし、送信機か受信機か測定装置が本発明に係る対象物体に設けられていた場合、ケーブ
ル接続は、プリズムリング２ｂを覆い隠すことなく、またユーザーのハンドリングを妨げ
ることなく対象物体に設けることができる。
【００４６】
　図３は、本発明に係る対象物体のプリズムリング２ｃの断面図である。個々のプリズム
が互いに対して押圧していることは、ここでは明白である。すべてのプリズムの先端が中
央に設けられている場合と比較して、プリズムｐ３とｐ４は、それらのエッジ１３、１３
’に沿って互いに押され、間隙１１が中央に形成されるようになっている。さらに、プリ
ズム先端の虚像がすべて中央を通る参照軸１０’と垂直な平面１５上に存在するように、
変位１７が成される。図面では、プリズムｐ３とｐ４の先端の虚像ｃ３とｃ４が同一平面
１５に存在している様子を示している。これにより、反射器周り３６０度の角度範囲にお
ける同じ垂直入射角に対して、同じ測定角度を与える全周囲反射器が提供される。反射器
の高さ誤差は、減じられ、除去されている。図示例において、変位１７は４．４１ｍｍで
あり、間隙１１’は７．２ｍｍ径である。用いられたプリズムｐ３、ｐ４のプリズム高さ
は１７．４ｍｍで、屈折率はｎ＝１．７５である。この実施例において、高さ誤差はゼロ
、即ち完全に除去されている。もし代替的に、プリズム高さを１７ｍｍ、屈折率を１．７
５、変位を４ｍｍと設定した場合、高さ誤差は０．１６ｍｍになる。直径６．５３ｍｍの
間隙が形成される。
【００４７】
　全周囲反射器の測定は、参照軸１０’に基づいており、これは配管材料の軸と一致して
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いる。参照軸１０’上に存するプリズムリング２ｃの中心は、測定の参照ポイントｒ２で
ある。この参照点を参照軸１０’とするために、特定の型の反射器定数が反射器に割り当
てられる。プリズムの変位の際に、この反射器定数は変化する。本発明によれば、屈折率
約１．５の通常の反射器ガラスに比較して大きな屈折率を有するガラスを備えた三重プリ
ズムを、全周囲反射器の再帰反射部材として用いることを目的としている。図示例におい
て、プリズムは屈折率ｎ＝１．７５のガラスからなる。プリズム高さと共に、反射器定数
がセットされ、それは多くの測定装置において標準となる反射器定数に対応している。ｎ
＝√３の場合に、得られる追加の効果は、干渉反射の削減、又は回避と、座標測定精度の
向上した全周囲反射器の提供である。
【００４８】
　ハンドリングに関してできる限り鈍感な対象物体を形成するために、プリズムリング２
ｃがマウントに設けられる。対象物体が突出した頂点やエッジを有さないように、それぞ
れのプリズムの光入射面の先端部ｃ３’とｃ４’は、マウントに沈められる。
【００４９】
　部分図４ａと４ｂは、本発明に係る対象物体のガラスリング、即ちプリズムリングの正
面図である。プリズムリングは、６つのプリズムを用いて図２の配置に従って形成されて
いる。この配置は、実質的に閉じて密着した外表面を有するプリズムリングの構成を許容
する。図４ａは、測定装置及び／又は観測者がリングのプリズムの入射面に正面向きにか
つ垂直に照準を合わせる正面図を示す。図４ｂにおいて、図４ａからプリズムリングは水
平角３０度回転しており、隣接するプリズムのエッジ上を見ている。影の入った領域は、
それぞれプリズムの自由開口を示しており、それは、測定装置に反射して戻ってきたビー
ムの断面に対応している。測定装置からは、対象物体の図４ｂの位置で２つの自由開口ａ
４とａ５が見え、図４ａの位置で３つの自由開口ａ１、ａ２、ａ３が見える。プリズムの
配置の結果として、隣接するプリズムの自由開口は互いに接し、実質的に密着した反射面
が形成される。
【００５０】
　図５に、本発明に係る対象物体１ｂの概略図を示す。対象物体１ｂは、非常にコンパク
トで安定した反射器ユニットを形成している。２つのマウント本体３ａ’、３ｂ’のダブ
ルコーン状の配置の結果として、対象物体は転倒時に、マウント本体３ａ’、３ｂ’の上
に倒れるようになっており、マウント本体３ａ’、３ｂ’の間に設けられた三重プリズム
リング２ｄ上には倒れないようになっている。配管材料部分が配置の中央を貫通できるよ
うになっており、三重プリズムリング２ｄにおいて、そしてマウント本体３ａ’、３ｂ’
において少なくとも部分的に、中央間隙の形成が、配置の安定性を向上させている。光学
中心、幾何学的重心、そして対象物体１ｂの質量中心のすべてが、同一の参照軸１０’’
上に存在し、それは配管材料の軸と一致している。挿入された部分と、弾性的なマウント
本体３ａ’、３ｂ’と、図１に示したマウント本体３ａ’、３ｂ’の中央に対称的に設け
られた衝撃吸収メンブレンによって、衝撃と振動は吸収され弱められる。三重プリズムリ
ング２ｄは浮いた状態でマウント本体３ａ’、３ｂ’に設けられ、作用する力から実質的
に切り離されている。安定した配置は、三重プリズムリング２ｄを遮る外的物体無しに、
中央通路によって実現される。また、この図から明らかであるが、６つの三重プリズムか
らなり、ここでは第一プリズムｐ５と第二プリズムｐ６のみが示されている三重プリズム
リング２ｄは、実質的に閉じた外表面を有する。例えば保持装置及び／又は測定装置のよ
うな追加のコンポーネントを結合するための上部アダプタ部材９ａ’と下部アダプタ部材
９ｂ’も、対象物体１ｂに設けられている。
【００５１】
　図６に測定プローブ分野における本発明に係る対象物体１ｃを示す。配管材料６’が、
対象物体１ｃの一端に結合し、プローブチップ１８が他端に結合している。配管材料６’
が完全に対象物体１ｃを貫通して、プローブチップとしてその上端から突出するような形
で、測定プローブを形成することもできる。配管材料６’に較べて短いプローブチップ１
８によって、対象物体１ｃは非常に正確に測定ポイントに設置することができる。対象物
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基づいて、対象物体１ｃによって定義された第一参照ポイントｒ３の座標が求められる。
第二参照ポイントｒ４は、測定チップ１８によって固定されていて、その座標は、第一参
照ポイントｒ３の座標と第一参照ポイントｒ３からプローブチップ１８までの位置関係と
から導出される。この位置関係は、例えば傾斜センサや方向センサといった配管材料６’
に収容された別のセンサによって求められる。
【００５２】
　図７に、本発明に係る対象物体１ｄと、ＧＰＳアンテナ２０と、配管材料６’’とを備
えた装置を示す。対象物体１ｄは、アダプタ部材９ｂ’’を介して配管材料６’’と結合
している。ＧＰＳアンテナ２０も、アダプタ部材９ａ’’によって配管材料６’’に設け
られており、対象物体１ｄと、ＧＰＳアンテナ２０と、配管材料６’’が同一軸上に存在
している。配管材料６’’は、例えば傾斜センサによって、測定ポイント２１から垂直に
設置され、対象物体１ｃとＧＰＳアンテナ２０とをこの測定ポイント２１上に位置付ける
。もし必要であれば、測定ポイント２１の座標は、一方で配管材料の既知の長さと、対象
物体１ｄの参照ポイントｒ５の座標の光学測定とによって、他方で衛星信号に基づいたＧ
ＰＳアンテナ２０の参照ポイントｒ６の座標測定と、参照ポイントｒ６までの配管材料の
高さとから、求めることができる。コンポーネントの有利な配置のおかげで、対象物体１
ｄの参照ポイントｒ５と、ＧＰＳアンテナ２０の参照ポイントｒ６とは、同じ参照軸に存
し、これは配管材料の軸とも一致している。結果として、２つの参照ポイントｒ５とｒ６
の位置を求める２つの方法は、容易に組み合わせることができ、測定ポイント２１の座標
は、それによって高い測地精度をもって求めることができる。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４ｂ】

【図５】

【図６】

【図７】
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